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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メイクアップを行う対象となる顔を撮影した映像を入力する画像取得部と、
　前記顔毎に、前記メイクアップの仕方であるメイクを選択するメイク選択部と、
　印刷部を用いて、前記顔の皮膚に長時間密着可能なシートの、前記皮膚に密着する側と
は反対の側の表面に、選択された前記メイクに対応する画像を印刷し、表示部を用いて、
前記映像を構成する前記画像毎に、前記顔における前記シートの密着させるべき位置を示
すガイド情報を前記画像に重畳して得られるガイド画像を、順次生成して表示する、メイ
ク提示部と、を有する、
　メイクアップ支援装置。
【請求項２】
　前記画像から、前記顔の顔部品の領域を取得する顔部品取得部、を更に有し、
　前記メイク選択部は、
　前記顔部品毎に、前記印刷の対象となるメイクの候補である候補メイクを選択し、
　前記メイク提示部は、
　前記画像に、前記顔に対して前記候補メイクを適用したときの前記候補メイクの状態を
示す画像を重畳して得られるシミュレーション画像を、前記表示部に表示させ、
　前記メイク選択部は、
　表示された前記候補メイクに対する選択操作を受け付け、選択された前記候補メイクを
、前記印刷の対象となるメイクである実施メイクとして選択する、
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　請求項１に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項３】
　前記メイク提示部は、
　前記実施メイクが複数の前記顔部品について選択されたとき、前記印刷部に対し、前記
複数の顔部品について取得された複数の前記領域の配置に対応する配置で、前記実施メイ
クに対応する画像を印刷させる、
　請求項２に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項４】
　前記メイク選択部は、
　前記顔毎に、基礎化粧の仕方であるスキンケアを更に選択し、
　前記メイク提示部は、
　前記印刷部に対し、選択された前記スキンケアに対応する基礎化粧料を、前記シートの
、前記皮膚に密着する側の表面に吹き付けさせ、
　前記シートは、前記皮膚に密着する側の前記表面がメッシュ状の台紙に貼り付けられた
状態で、前記印刷部に供給される、
　請求項１に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項５】
　前記シートは、生体適合性ポリマーから成る、
　請求項１に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項６】
　前記印刷部は、
　前記シートを裁断するカッター部、を有し、
　前記メイク提示部は、
　前記顔に立体的に貼り付けることが可能な前記シートの形状を算出し、前記カッター部
に対して、算出された前記形状に前記シートを裁断させる、
　請求項１に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項７】
　前記シートの前記形状は、
　前記顔の瞼が閉じられた状態に対応し、かつ、前記顔の目および口に対応する部分に切
り込みが有り、少なくとも前記顔の鼻部分に対応する部分が分離した形状である、
　請求項６に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項８】
　前記メイク選択部は、
　前記顔の肌状態の変化に基づき、メイクの選択を行う、
　請求項１に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項９】
　前記メイク選択部は、
　前記顔の持ち主の服の色、肌の色、および髪の色の少なくとも１つに基づいて、前記メ
イクの選択／選択された前記メイクの色補正を行う、
　請求項１に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項１０】
　前記メイク選択部は、
　前記顔の肌状態の変化に基づき、前記スキンケアを選択する、
　請求項４に記載のメイクアップ支援装置。
【請求項１１】
　メイクアップを行う対象となる顔を撮影した映像の入力を開始するステップと、
　前記顔毎に、前記メイクアップの仕方であるメイクを選択するステップと、
　印刷部を用いて、前記顔の皮膚に長時間密着可能なシートの、前記皮膚に密着する側と
は反対の側の表面に、選択された前記メイクに対応する画像を印刷するステップと、
　表示部を用いて、前記映像を構成する前記画像毎に、前記顔における前記シートの密着
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させるべき位置を示すガイド情報を前記画像に重畳して得られるガイド画像を、順次生成
して表示するステップと、を有する、
　メイクアップ支援方法。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　メイクアップを行う対象となる顔を撮影した映像の入力を開始する処理と、
　前記顔毎に、前記メイクアップの仕方であるメイクを選択する処理と、
　印刷部を用いて、前記顔の皮膚に長時間密着可能なシートの、前記皮膚に密着する側と
は反対の側の表面に、選択された前記メイクに対応する画像を印刷する処理と、
　表示部を用いて、前記映像を構成する前記画像毎に、前記顔における前記シートの密着
させるべき位置を示すガイド情報を前記画像に重畳して得られるガイド画像を、順次生成
して表示する処理と、を実行させる、
　メイクアップ支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顔のメイクアップ（化粧）を支援するメイクアップ支援装置、メイクアップ
支援方法、およびメイクアップ支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、顔のメイクアップの仕方（以下、単に「メイク」という）の多様化が進んでいる
。無数の選択肢の中から適切なメイクを選択することは、特にメイクについての十分な知
識を有さない人にとって、困難である。あらゆるメイクを実際に試して判断および比較を
行うことは、膨大な時間および手間を要するからである。
【０００３】
　そこで、顔の特徴に合うメイクを選択し、選択されたメイクが適用されたときの顔のシ
ミュレーション画像を生成して提示する技術が、例えば、特許文献１および特許文献２に
記載されている。特許文献１および特許文献２に記載の技術は、メイクアップの対象とな
る顔（以下、単に「顔」という）を撮影した画像を取得し、顔の特徴を抽出し、予め定め
られた選択基準に基づいて、顔の特徴に合うメイクを選択する。そして、従来技術は、取
得した画像に、選択したメイクを顔に適用したときのメイクの状態を示す画像を重畳して
、シミュレーション画像を生成し、表示する。
【０００４】
　これらの技術によれば、実際にメイクアップを行うことなく、シミュレーション画像生
成の対象を顔の特徴に合うメイクに絞り込んで、メイクの良し悪しを判断することが可能
となる。すなわち、より少ない時間および手間で適切なメイクを選択することが可能とな
る。
【０００５】
　ところが、メイクの実施技術が不足しているユーザは、メイクのシミュレーション画像
を提示されたとしても、そのメイクを再現することが困難である。そこで、特許文献３に
記載された基礎化粧に関する技術を、メイクアップに転用することが考えられる。
【０００６】
　特許文献３に記載の技術は、フェルト製、紙製、あるいは水溶性物質等を基材とする化
粧用送達シートに、顔毎に選択されたスキンケアに対応する基礎化粧料を印刷する。ユー
ザは、かかる化粧用送達シートを、印刷された面を顔に向けて顔の皮膚に貼り付けること
により、基礎化粧料を顔に担持させることができる。この基礎化粧料に代えて、選択され
たメイクに対応する一般化粧料を印刷することが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２００１－３４６６２７号公報
【特許文献２】特開２００７－１７５３８４号公報
【特許文献３】特表２０１２－５０２９０８号公報
【特許文献４】特開２００３－４４８３７号公報
【特許文献５】特開２０１２－８６４７５号公報
【特許文献６】特開２０１３－３９８３２号公報
【特許文献７】特開２０１２－２０３４２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献３に記載の技術を用いたとしても、選択されたメイクを十分に
再現することは困難である。なぜなら、化粧用送達シートから一般化粧料を上手く転写さ
せるには、ある程度の技術を要するからである。また、化粧用送達シートを水溶性物質と
し貼り付けたままとする場合、化粧用送達シートの溶解により、一般化粧料の濃度や分布
が変化し、化粧崩れのような状態になり得るからである。したがって、従来技術は、メイ
ク技術が不十分なユーザに対しては、メイクアップの支援を適切に行うことが難しいとい
う課題を有する。
【０００９】
　本発明の目的は、メイク技術が不十分なユーザに対してもメイクアップの支援を適切に
行うことができる、メイクアップ支援装置、メイクアップ支援方法、およびメイクアップ
支援プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に係るメイクアップ支援装置は、メイクアップを行う対象となる顔毎に
、前記メイクアップの仕方であるメイクを選択するメイク選択部と、前記顔の皮膚に長時
間密着可能なシートの、前記皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、選択された前記メ
イクに対応する色素を担持させるメイク提示部と、を有する。
【００１１】
　本発明の一態様に係るメイクアップ支援方法は、メイクアップを行う対象となる顔毎に
、前記メイクアップの仕方であるメイクを選択するステップと、前記顔の皮膚に長時間密
着可能なシートの、前記皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、選択された前記メイク
に対応する色素を担持させるステップと、を有する。
【００１２】
　本発明の一態様に係るメイクアップ支援プログラムは、コンピュータに、メイクアップ
を行う対象となる顔毎に、前記メイクアップの仕方であるメイクを選択する処理と、前記
顔の皮膚に長時間密着可能なシートの、前記皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、選
択された前記メイクに対応する色素を担持させる処理と、を実行させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、メイク技術が不十分なユーザに対してもメイクアップの支援を適切に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態１に係るメイクアップ支援装置の構成の一例を示すブロック
図
【図２】本発明の実施の形態２に係るメイクアップ支援装置の構成の一例を示すブロック
図
【図３】実施の形態２におけるメイクテーブルの一例を示す図
【図４】実施の形態２におけるメイク情報テーブルの一例を示す図
【図５】実施の形態２における印刷部の概略構成の一例を示す斜視図
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【図６】実施の形態２に係るメイクアップ支援装置の動作の一例を示すフローチャート
【図７】実施の形態２における画像の一例を示す図
【図８】実施の形態２における顔の特徴点の配置の一例を示す図
【図９】実施の形態２における顔部品情報の一例を示す図
【図１０】実施の形態２におけるシミュレーション画像の一例を示す図
【図１１】実施の形態２における印刷済みの皮膚密着シートの一例を示す図
【図１２】実施の形態２における台紙付き薄膜シートの製造機の概略構成の一例を示す斜
視図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の各実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１は、本発明の基本的態様の一例である。
【００１７】
　図１は、本実施の形態に係るメイクアップ支援装置の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【００１８】
　図１において、メイクアップ支援装置１００は、メイク選択部２５０、およびメイク提
示部２６０を有する。
【００１９】
　メイク選択部２５０は、メイクアップを行う対象となる顔（以下、単に「顔」という）
毎に、メイクアップの仕方であるメイクを選択する。
【００２０】
　メイク提示部２６０は、顔の皮膚に長時間密着可能なシートの、皮膚に密着する側とは
反対の側の表面に、選択されたメイクに対応する色素を担持させる。
【００２１】
　メイクアップ支援装置１００は、図示しないが、例えば、ＣＰＵ（Central Processing
 Unit）、制御プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）等の記憶媒体、および
ＲＡＭ（Random Access Memory）等の作業用メモリを有する。この場合、上記した各部の
機能は、ＣＰＵが制御プログラムを実行することにより実現される。
【００２２】
　このようなメイクアップ支援装置１００は、顔の皮膚に長時間密着可能なシートの、皮
膚に密着する側とは反対の側の表面に、顔毎に選択されたメイクに対応する色素を担持さ
せることができる。これにより、ユーザは、選択されたメイクが施されたシートを、顔の
皮膚に貼り付け、更に、貼り付けたままの状態とすることにより、かかるメイクを簡単に
再現することができる。したがって、メイクアップ支援装置１００は、メイク技術が不十
分なユーザに対しても、メイクアップの支援を適切に行うことができる。
【００２３】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２は、本発明の具体的態様の一例である。本実施の形態は、本発明
を、デジタルカメラおよびタッチパネル付きディスプレイを備えた装置に適用した例であ
る。
【００２４】
　＜用語の説明＞
　まず、本実施の形態において用いられる用語について説明する。
【００２５】
　「顔部品」とは、目、眉、鼻、頬（ほお）骨、唇、輪郭等、顔の印象を特徴付ける部分
を指すものとする。
【００２６】
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　「顔部品ＩＤ」とは、顔部品の識別情報である。
【００２７】
　「顔部品の領域」とは、画像上あるいは実空間上で、顔部品が占める領域を指すものと
し、目尻等、顔部品の特徴点の位置を含むものとする。
【００２８】
　「顔特徴量」とは、顔の特徴を示す所定のパラメータの値である。ここでは、顔の幅に
対する顔の長さの比、両目の間の間隔に対する鼻の長さの比、および、顔の幅に対する目
の幅の比等の、複数の値から成る多変量データであるものとする。
【００２９】
　「メイク」とは、アイシャドウや口紅等の、顔部品の特徴の印象を補正して審美性の向
上を図るメイクアップの仕方（種類）を示し、色素の色、塗布濃度、および塗布範囲を少
なくとも含む。
【００３０】
　「メイク情報」とは、メイクの内容を示す情報である。
【００３１】
　「メイク種別」とは、「ファンデーション」、「アイシャドウ」、「口紅」、および「
チーク」等、少なくとも顔部品との位置関係により区別されるメイクの種類である。
【００３２】
　「メイクＩＤ」とは、メイクの識別情報である。
【００３３】
　＜メイクアップ支援装置の構成＞
　次に、本実施の形態に係るメイクアップ支援装置の構成について説明する。
【００３４】
　図２は、本実施の形態に係るメイクアップ支援装置の構成の一例を示すブロック図であ
る。
【００３５】
　図２において、メイクアップ支援装置１００は、撮影部２１０、画像取得部２２０、顔
部品取得部２３０、メイクテーブル格納部２４０、メイク選択部２５０、メイク提示部２
６０、表示部２７０、および印刷部２８０を有する。
【００３６】
　撮影部２１０は、例えばデジタルビデオカメラであり、顔の映像を撮影する。そして、
撮影部２１０は、撮影した映像を、画像取得部２２０へ出力する。映像は、時系列の複数
の画像（フレーム画像）により構成される。なお、本実施の形態において、メイクの対象
となる顔は、メイクアップ支援装置１００のユーザの顔であるものとする。
【００３７】
　画像取得部２２０は、入力された映像から、映像を構成する画像を順次取得する。そし
て、画像取得部２２０は、取得した画像を、顔部品取得部２３０およびメイク提示部２６
０へ出力する。
【００３８】
　顔部品取得部２３０は、入力された画像から、顔の顔部品の領域を取得する。顔部品の
領域の取得は、例えば、画像の各部分領域と、予め用意された各顔部品のテンプレート画
像とのマッチングにより行われる（例えば、特許文献４参照）。そして、顔部品取得部２
３０は、取得した顔部品の識別情報および領域を示す情報（以下「顔部品情報」という）
を、メイク選択部２５０へ出力する。
【００３９】
　メイクテーブル格納部２４０は、メイクテーブルを格納している。メイクテーブルは、
取得され得る顔の顔特徴量に対応付けて、その顔特徴量を有する顔に適切なメイクを記述
したテーブルである。
【００４０】
　なお、本実施の形態では、予め、過去にメイクアップ技術者によってメイクが行われた
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不特定多数の顔の顔特徴量のサンプルに対して、主成分分析が行われているものとする。
そして、主成分分析結果は、主成分値が1σ以上であるか否か等を判定基準とする公知の
主成分層別法により、予めグルーピングされているものとする。そして、メイクテーブル
には、顔特徴量のグループ毎に、そのグループにする顔に対して過去に高い頻度で行われ
たメイクが、登録されているものとする。
【００４１】
　図３は、メイクテーブルの一例を示す図である。
【００４２】
　図３に示すように、メイクテーブル４１０は、顔特徴量のグループ４１１毎に、複数の
メイクＩＤ４１２を記述している。例えば、「ＦＧ１」という顔特徴量のグループ４１１
には、「ＦＭ１、ＦＭ２」という２つのメイクＩＤ４１２が対応付けられている。これは
、ユーザの顔の顔特徴量がＦＧ１である場合、「ＦＭ１」というメイクＩＤが示すメイク
と、「ＦＭ２」というメイクＩＤが示すメイクとが、適切であるということを示す。
【００４３】
　なお、メイクの流行の変化は速く、提示すべきメイクの変化も速い。このため、メイク
テーブル４１０は、例えば、メイクアップ支援装置１００に備えられた通信回路（図示せ
ず）を介して、インターネット上のサーバから定期的に更新されることが望ましい。
【００４４】
　また、図２のメイクテーブル格納部２４０は、メイク情報テーブルを格納している。メ
イク情報テーブルは、メイクテーブル４１０（図３参照）に記述されたメイクＩＤ４１２
が示すメイクの、メイク情報を記述したテーブルである。
【００４５】
　図４は、メイクテーブル格納部２４０が格納するメイク情報テーブルの一例を示す図で
ある。
【００４６】
　図４に示すように、メイク情報テーブル４２０は、例えば、メイクＩＤ４２１、メイク
種別４２２、色４２３、濃度４２４、および範囲４２５を、対応付けて記述している。
【００４７】
　メイクＩＤ４２１は、メイクテーブル４１０のメイクＩＤ４１２（図３参照）に対応し
ている。メイク種別４２２は、ここでは簡略化して図示しているが、具体的には、「ファ
ンデーション」、「アイシャドウ」、「口紅」、および「チーク」等である。色４２３は
、ここでは簡略化して図示しているが、具体的には、ＲＧＢ値および光沢度等である。濃
度４２４は、ここでは簡略化して図示しているが、具体的には、顔の画像の上に重畳する
際の透過度およびグラデーションの仕方等である。範囲４２５は、ここでは簡略化して図
示しているが、具体的には、特徴点からの相対座標群、特徴点に対する中心点の相対位置
と半径との組等である。
【００４８】
　色４２３、濃度４２４、および範囲４２５の組は、少なくとも画像化に必要な情報を含
む。すなわち、本実施の形態において、メイク情報は、少なくとも、顔の画像から、当該
顔にメイクアップを施したときの画像を生成するために必要な情報（顔の色との差分を示
す情報）を、含むものとする。
【００４９】
　なお、図３に示すメイクテーブル４１０および図４に示すメイク情報テーブル４２０は
、１つのテーブルに統合されていてもよい。
【００５０】
　図２のメイク選択部２５０は、顔の顔特徴量を取得する。なお、メイク選択部２５０は
、顔特徴量を、顔部品取得部２３０から入力された顔部品情報から取得してもよいし、画
像取得部２２０が取得した画像を解析することにより画像から取得してもよい。メイク選
択部２５０は、取得した顔特徴量に基づき、メイクテーブル４１０（図３参照）を参照し
て、顔部品毎に、後述の印刷の対象となるメイクの候補である候補メイクを選択する。そ



(8) JP 5372275 B1 2013.12.18

10

20

30

40

50

して、メイク選択部２５０は、選択された候補メイクのメイク情報を、メイク情報テーブ
ル４２０（図４参照）から取得し、メイク提示部２６０へ出力する。
【００５１】
　なお、上述の通り、メイクテーブル４１０には、顔特徴量のグループ毎に、メイクＩＤ
４１２が登録されている。したがって、メイク選択部２５０は、顔から取得された顔特徴
量が、メイクテーブル４１０に登録された顔特徴量のグループ４１１のいずれに属するか
を判定し、判定された顔特徴量のグループ４１１に対応するメイクＩＤ４１２を選択する
。この判定は、例えば、取得された顔特徴量と各グループの代表値（セントロイド）との
距離を算出することにより行われる。
【００５２】
　また、メイク選択部２５０は、ユーザから、後述のシミュレーション画像の表示の対象
となる候補メイク（以下「表示メイク」という）の切り替え操作と、表示メイクに対する
選択操作とを受け付ける。これらの操作は、例えば、後述の表示部２７０に備えられたタ
ッチパネルを介して行われる。メイク選択部２５０は、選択された表示メイクを、後述の
印刷の対象となるメイクである実施メイクとして選択する。そして、メイク選択部２５０
は、選択された実施メイクのメイク情報を、メイク情報テーブル４２０（図４参照）から
取得し、メイク提示部２６０へ出力する。
【００５３】
　メイク提示部２６０は、候補メイクのシミュレーション画像を、後述の表示部２７０に
表示させる。より具体的には、メイク提示部２６０は、画像取得部２２０から入力された
画像に、顔に対して候補メイクを適用したときの候補メイクの状態を示す画像を重畳して
、シミュレーション画像を生成する。候補メイクの画像の重畳位置は、例えば、顔部品情
報と、メイク情報に含まれるメイクの範囲とから算出される。そして、メイク提示部２６
０は、生成したシミュレーション画像の画像データを、表示部２７０へ出力する。
【００５４】
　なお、シミュレーション画像における画像の重畳は、例えば、アルファ（α）ブレンド
処理等の公知の画像合成処理により行われる。この場合、アルファ値（α）は、メイクの
濃度に応じた値に設定される。アルファブレンド処理は、例えば、以下の式（１）～（３
）で表される。ここで、ｒ１、ｇ１、ｂ１は、撮影された画像の任意の領域のＲＧＢ値で
あり、ｒ２、ｇ２、ｂ２は、メイクのＲＧＢ値である。そして、Ｒ、Ｇ、Ｂは、シミュレ
ーション画像の対応する領域のＲＧＢ値である。
　Ｒ ＝ ｒ２×α＋ｒ１×（１－α）　　　・・・（１）
　Ｇ ＝ ｇ２×α＋ｇ１×（１－α）　　　・・・（２）
　Ｂ ＝ ｂ２×α＋ｂ１×（１－α）　　　・・・（３）
【００５５】
　また、メイクのそれぞれに、顔に重ねて塗布する場合の順序（以下「塗布順序」という
）が設定されており、かつ、メイクを適用したときの画像が、濃度に応じた密度の網掛け
画像であったとする。塗布順序は、例えば、チークの塗布が、ファンデーションの塗布の
後にすべきものであるということを規定する。この場合、メイク提示部２６０は、画像の
重畳を、撮影された画像に対して、各メイクの画像を塗布順序に応じた順序で上塗り処理
することにより、行ってもよい。
【００５６】
　また、メイク提示部２６０は、顔の皮膚に長時間密着可能な所定のシート（以下「皮膚
密着シート」という）の、皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、選択された実施メイ
クに対応する色素を担持させる。
【００５７】
　より具体的には、メイク提示部２６０は、顔に対して候補メイクを適用したときの実施
メイクの状態を示す画像の画像データを生成し、生成した画像データを、後述の印刷部２
８０へ出力する。これにより、メイク提示部２６０は、印刷部２８０に対し、実施メイク
に対応する画像を、皮膚密着シートの表面に印刷させる。



(9) JP 5372275 B1 2013.12.18

10

20

30

40

50

【００５８】
　なお、実施メイクが複数の顔部品について選択されたとき、メイク提示部２６０は、印
刷部２８０に対し、複数の顔部品について取得された複数の領域の配置に対応する配置で
、実施メイクに対応する画像を皮膚密着シートの表面に印刷させる。
【００５９】
　また、メイク提示部２６０は、顔の輪郭、両目の領域、および鼻の領域等から、顔に立
体的に貼り付けることが可能な皮膚密着シートの形状を算出するものとする。そして、メ
イク提示部２６０は、算出した皮膚密着シートの形状と、当該形状と実施メイクに対応す
る画像との位置関係とを示す情報（以下「シート形状情報」という）についても、印刷部
２８０へ出力するものとする。ここでは、シート形状情報には、少なくとも、顔の輪郭、
両目を閉じたときの両瞼の領域、および鼻の領域を示す情報と、これらの領域と実施メイ
クの領域との位置関係を示す情報とが含まれるものとする。なお、両目を閉じたときの両
瞼の領域は、アイホールの領域であることが望ましく、例えば、目頭・下瞼、目尻、およ
び眉下を結んだ領域である。
【００６０】
　表示部２７０は、例えば、タッチパネル付きディスプレイのディスプレイ部分である。
表示部２７０は、入力されたシミュレーション画像の画像データに基づき、シミュレーシ
ョン画像を表示する。
【００６１】
　印刷部２８０は、皮膚密着シートの表面に対して多色印刷を行う。より具体的には、印
刷部２８０は、皮膚密着シートの供給と、実施メイクの画像データの入力とを受けて、画
像データが示す実施メイクに対応する画像を、皮膚密着シートの、皮膚に密着する側とは
反対の側の表面（以下「外側面」という）に印刷する。そして、印刷部２８０は、入力さ
れたシート形状情報に基づいて、実施メイクに対応する画像が印刷された皮膚密着シート
を、裁断する。
【００６２】
　皮膚密着シートは、顔の皮膚に貼り付けても違和感が無く、かつ、生体適合性を有する
シートである。具体的には、皮膚密着シートは、例えば、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、
ポリカプロラクトン、あるいはこれらの共重合体、ヒアルロン酸、およびキトサン等の、
生体適合性ポリマーから成る層を有する、厚さ１０ｎｍ～５００ｎｍの薄膜である。皮膚
密着シートとして用いることができる薄膜については、例えば、特許文献５に記載されて
いるため、ここでの詳細な説明を省略する。ここでは、皮膚密着シートは、皮膚に密着す
る側の表面（以下「内側面」という）に、台紙が貼り付けられ、かつ、外側面に、シート
保護膜が貼り付けられた構造を有するものとする。そして、皮膚密着シートは、ユーザに
より、シート保護膜を剥がされた状態で、印刷部２８０に供給されるものとする。
【００６３】
　図５は、印刷部２８０の概略構成の一例を示す斜視図である。
【００６４】
　図５に示すように、印刷部２８０は、台紙付きの皮膚密着シート３００を載置する台部
２８１に、印字ヘッド部２８２、ロール送り部２８３、レーザーカッター部２８４、およ
びシートフック部２８５を、この順序で配置している。
【００６５】
　印字ヘッド部２８２は、画像データに基づき、実施メイクに対応する画像の印刷を行う
。ロール送り部２８３は、印刷が完了した皮膚密着シート３００を、レーザーカッター部
２８４側に送り出す。シートフック部２８５は、レーザーカッター部２８４側に送り出さ
れてきた皮膚密着シート３００の移動を規制する。レーザーカッター部２８４は、シート
形状情報に基づき、レーザーカッターにより、皮膚密着シート３００を裁断する。
【００６６】
　印刷部２８０において用いられるインクおよび各部の具体的構成、としては、皮膚密着
シートの外側面への画像印刷に適したものであれば、公知の技術を採用することができる
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（例えば、特許文献６および特許文献７参照）。なお、印刷は、皮膚密着シート３００の
外側面に対して行われるため、インクは、皮膚とは密着しない。したがって、インクは、
高い生体適合性を特に必要とせず、高い自由度で選択することができる。
【００６７】
　なお、図２のメイクアップ支援装置１００は、図示しないが、例えば、ＣＰＵ、制御プ
ログラムを格納したＲＯＭ等の記憶媒体、およびＲＡＭ等の作業用メモリを有する。この
場合、上記した各部の機能は、ＣＰＵが制御プログラムを実行することにより実現される
。
【００６８】
　このようなメイクアップ支援装置１００は、顔の皮膚に長時間密着可能なシートの、皮
膚に密着する側とは反対の側の表面に、顔毎に選択されたメイクに対応する色素を担持さ
せることができる。ユーザは、選択されたメイクが施されたシートを、顔の皮膚に貼り付
け、更に、貼り付けたままの状態とすることにより、かかるメイクを簡単に再現すること
ができる。
【００６９】
　＜メイクアップ支援装置の動作＞
　次に、メイクアップ支援装置１００の動作について説明する。
【００７０】
　図６は、メイクアップ支援装置１００の動作の一例を示すフローチャートである。
【００７１】
　まず、ステップＳ１１００において、撮影部２１０は、ユーザの顔の映像の撮影を開始
し、画像取得部２２０は、撮影された映像を構成する画像の取得を開始する。また、顔部
品取得部２３０は、画像に含まれる顔の顔部品の取得を開始する。
【００７２】
　この際、顔部品取得部２３０は、例えば、画像を解析することにより、画像から顔の（
顔部品の）特徴点を抽出する。そして、顔部品取得部２３０は、同一の顔部品を構成する
特徴点により形成される領域を、顔部品の領域として取得する。そして、顔部品取得部２
３０は、取得した顔部品の領域から、顔部品情報を生成する。
【００７３】
　図７は、図６のステップＳ１１００において取得される、画像の一例を示す図である。
【００７４】
　図７に示すように、画像５１０は、ユーザの顔の画像（以下「顔画像」という）５１１
を含む。ユーザは、メイクアップをしていない状態である。
【００７５】
　図８は、図６のステップＳ１１００において抽出される、顔の特徴点の配置の一例を示
す図である。
【００７６】
　図８に示すように、顔画像５１１からは、複数の特徴点（記号「●」で示す）が抽出さ
れる。例えば、第１～第４の特徴点５２１～５２４は、右目を構成する。したがって、顔
部品取得部２３０は、第１～第４の特徴点５２１～５２４により囲まれる領域５２５を、
右目の領域として取得する。
【００７７】
　図９は、図６のステップＳ１１００において生成される、顔部品情報の一例を示す図で
ある。
【００７８】
　図９に示すように、顔部品情報５３０は、例えば、顔部品ＩＤ５３１毎に、領域５３２
および人ＩＤ５３３を記述している。顔部品ＩＤ５３１は、左目、上唇等の、顔部品の識
別情報である。領域５３２は、画像における顔部品の領域の範囲を示す情報であり、例え
ば、画像上に設定された座標系の座標値リストである。人ＩＤ５３３は、人の識別情報で
ある。人ＩＤ５３３は、例えば、撮影が開始される毎に、タッチパネル付きディスプレイ
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に対する操作等を介してユーザにより指定された値が、設定される。
【００７９】
　そして、図６のステップＳ１２００において、メイク選択部２５０は、顔特徴量を取得
する。顔特徴量は、上述の通り、顔の特徴を示す所定のパラメータについての多変量デー
タである。メイク選択部２５０は、例えば、画像５１０（図７参照）、顔の特徴点群（図
８参照）、および、顔部品情報５３０（図９参照）のいずれかから、顔特徴量を取得する
。そして、メイク選択部２５０は、取得された顔特徴量に基づいて、候補メイクを選択す
る。ここでは、複数の候補メイクが選択されるものとする。
【００８０】
　そして、ステップＳ１３００において、メイク選択部２５０は、複数の候補メイクの中
から、表示メイクを１つ決定する。そして、メイク選択部２５０は、決定した表示メイク
に対応するメイク情報を、メイク提示部２６０へ出力する。
【００８１】
　そして、ステップＳ１４００において、メイク提示部２６０は、決定された表示メイク
に関するメイク情報に基づいて、シミュレーション画像を生成し、表示部２７０に表示さ
せる。
【００８２】
　図１０は、図６のステップＳ１４００において生成される、シミュレーション画像の一
例を示す図である。
【００８３】
　図１０に示すように、シミュレーション画像５４０は、顔画像５１１に、アイブロウ、
アイシャドウ、アイライナー、チーク、および口紅といった、メイクの画像５４１～５４
５を重畳した画像となっている。また、顔画像５１１には、ファンデーションの色も重畳
された画像となっているものとする。
【００８４】
　そして、ステップＳ１５００において、メイク選択部２５０は、現在の表示メイクを実
施メイクとして選択する操作が行われたか否かを判断する。メイク選択部２５０は、かか
る操作が行われていない場合（Ｓ１５００：ＮＯ）、処理をステップＳ１６００へ進める
。
【００８５】
　ステップＳ１６００において、メイク選択部２５０は、表示メイクを他の候補メイクに
切り替える操作が行われたか否かを判断する。メイク選択部２５０は、かかる操作が行わ
れていない場合（Ｓ１６００：ＮＯ）、処理を後述のステップＳ１８００へ進める。また
、メイク選択部２５０は、かかる操作が行われた場合（Ｓ１６００：ＹＥＳ）、処理をス
テップＳ１７００へ進める。
【００８６】
　ステップＳ１７００において、メイク選択部２５０は、表示メイクを他の候補メイクに
変更し、対応するメイク情報をメイク提示部２６０へ出力して、ステップＳ１８００へ進
む。
【００８７】
　そして、ステップＳ１８００において、画像取得部２２０は、映像の入力が継続してい
るか否かを判断する。画像取得部２２０は、映像の入力が継続している場合（Ｓ１８００
：ＹＥＳ）、処理をステップＳ１４００へ戻し、次の画像に処理を移す。また、画像取得
部２２０は、映像の入力が終了した場合（Ｓ１８００：ＮＯ）、一連の処理を終了する。
【００８８】
　一方、いずれかの候補メイクについて実施メイクとして選択する操作が行われた場合（
Ｓ１５００：ＹＥＳ）、メイク選択部２５０は、処理をステップＳ１９００へ進める。
【００８９】
　ステップＳ１９００において、メイク提示部２６０は、印刷部２８０を用いて、皮膚密
着シートの外側面に実施メイクを印刷（プリント）させ、皮膚密着シートを裁断させて、
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一連の処理を終了する。
【００９０】
　図１１は、図６のステップＳ１９００において生成される皮膚密着シート（以下「印刷
済みの皮膚密着シート」という）の一例を示す図である。ここでは、瞼を閉じた状態で皮
膚密着シートを貼り付けることを前提とし、図１０に示すシミュレーション画像５４０の
表示メイクが、実施メイクとして選択された場合の例を示す。
【００９１】
　図１１に示すように、印刷済みの皮膚密着シート５５０は、例えば、顔全体のシート５
５１、右瞼部分のシート５５２、左瞼部分のシート５５３、および鼻部分のシート５５４
により構成される。右瞼部分のシート５５２および左瞼部分のシート５５３は、左瞼を閉
じたときの左瞼部分、および、右瞼を閉じたときの右瞼部分に対応している。顔全体のシ
ート５５１には、縁に複数個所の切れ込みが入っており、両目に対応する部分（両瞼を閉
じたときの両瞼部分）、および鼻に対応する部分に穴が開いており、口に対応する部分に
切り込みが入っている。また、皮膚密着シート５５０は、適度な伸縮性を有する。このよ
うな形状と伸縮性とにより、皮膚密着シート５５０は、平面的に形成されるものの、立体
形状を有する顔の皮膚に上手く貼り付けることが可能となる。なお、右瞼部分のシート５
５２および左瞼部分のシート５５３は、必ずしも顔全体のシート５５１から分離されてい
なくてもよい。この場合、瞼が閉じられた状態に対応し、かつ、目に対応する部分に切り
込みがはいっていることが望ましい。
【００９２】
　顔全体のシート５５１、右瞼部分のシート５５２、および左瞼部分のシート５５３には
、シミュレーション画像５４０のメイクの画像５４１～５４５に対応して、画像５６１～
５６５が印刷されている。また、全てのシート５５１～シート５５４に、シミュレーショ
ン画像５４０で表示されていたファンデーションの色に対応する色が印刷されているもの
とする。
【００９３】
　ユーザは、このような印刷済みの皮膚密着シート５５０を、例えば、まず、端部のみ台
紙から剥がし、剥がした部分を、顔の皮膚の対応する部分に貼り付ける。そして、ユーザ
は、皮膚に貼り付けた部分を押えながら、台紙を皮膚と平行に、かつ、貼り付けが完了し
ていない部分の方向に、引っ張る。これにより、ユーザは、メイクの画像５４１～５４５
が印刷された皮膚密着シート５５０を、きれいに皮膚に貼ることができる。そして、貼り
付けたままの状態とすることにより、選択したメイクを簡単に再現することができる。
【００９４】
　なお、瞼のラインおよび口のラインには、切れ目が入れられることが望ましい。また、
鼻の穴に対応する領域は、開口部が設けられることが望ましい。
【００９５】
　以上のような動作により、メイクアップ支援装置１００は、ユーザに適したメイクを、
順次、顔の映像に追従し、対応する領域に対応付けて、ユーザに提示することができる。
したがって、ユーザは、顔の向きや表情を変化させながら、メイクアップの効果を確認す
ることができ、あたかも実際にメイクアップを行った状態を鏡に映して見ているかのよう
な体験をすることができる。
【００９６】
　また、メイクアップ支援装置１００は、任意のタイミングで、表示メイクの切り替えを
ユーザから受け付けることができる。これにより、ユーザは、複数のメイクの中から、適
切かつユーザの好みに合ったメイクを、迅速に判断し、皮膚密着シートの外側面への印刷
の対象として選択することができる。
【００９７】
　＜皮膚密着シート＞
　次に、上述の台紙付きの皮膚密着シートの詳細について説明する。
【００９８】
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　台紙付き皮膚密着シートは、例えば、工場等の製造機で生産されたものが、ユーザに対
して配布または販売される。
【００９９】
　図１２は、台紙付き皮膚密着シートの製造機の概略構成の一例を示す斜視図である。
【０１００】
　図１２に示すように、台紙付き薄膜シートの製造機６００は、シート保護紙６１０を載
置する台部６１１に、ロール送り部６１２、第１層塗布ヘッド部６１３、第１層乾燥ヘッ
ド部６１４、第２層塗布ヘッド部６１５、第２層乾燥ヘッド部６１６、および台紙押付ロ
ール部６１７を、この順序で配置している。
【０１０１】
　シート保護紙６１０は、例えば、後述の硬化した第１層に対して剥離容易なシリコーン
素材から成る。ロール送り部６１２は、シート保護紙６１０を、第１層塗布ヘッド部６１
３～台紙押付ロール部６１７へと、この順序で通過させる。
【０１０２】
　第１層塗布ヘッド部６１３は、シート保護紙６１０の上面に、ポリ乳酸等の生体適合性
ポリマーから成る液相物質を、第１層として、均一に塗布する。
【０１０３】
　第１層乾燥ヘッド部６１４は、例えば、鉄‐クロムワイヤヒータを有し、シート保護紙
６１０の上面に塗布された第１層を、約９０秒の間、約７０～約１１０℃の環境に置くこ
とによって乾燥させ、適度な硬度となるように硬化させる。
【０１０４】
　第２層塗布ヘッド部６１５は、硬化した第１層の上面に、ヒアルロン酸等の、潤い成分
を有する基礎化粧料としての機能と、後述の乾燥後の第２層の素材を皮膚に密着させる機
能と、を有する液相物質を、第２層として、均一に塗布する。
【０１０５】
　第２層乾燥ヘッド部６１６は、例えば、鉄‐クロムワイヤヒータを有し、第１層の上面
に塗布された第２層を、約９０秒の間、約１００℃～約１１０℃の環境に置くことによっ
て乾燥させ、適度な硬度をとなるように硬化させる。硬化後の第２層は、皮膚に密着した
状態において、基礎化粧料によるスキンケアを実現する。
【０１０６】
　なお、硬化後の第１層および第２層の全体の厚さは、約１０ｎｍ～約５００ｎｍである
ことが望ましい。
【０１０７】
　台紙押付ロール部６１７は、台紙６２０を、硬化後の第２層の上面に供給し、第２層の
上面に圧着させる。台紙６２０は、例えば、硬化した第２層に対して剥離容易なシリコー
ン素材から成る。
【０１０８】
　このような製造機６００により、シート保護紙６１０、第１層および第２層から成る皮
膚密着シート、および台紙６２０がこの順序で貼り合わされた、台紙付き皮膚密着シート
が生成される。なお、製造機６００の後段には、台紙付き皮膚密着シートを所定の長さに
裁断するカッターが設けられていてもよい。
【０１０９】
　このようにして生成された台紙付き皮膚密着シートは、例えばユーザの手により、シー
ト保護紙６１０を剥がされて印刷部２８０の台部２８１（図５参照）に供給され、選択メ
イクの印刷および顔に合わせた裁断が行われる。
【０１１０】
　＜本実施の形態の効果＞
　以上のように、本実施の形態に係るメイクアップ支援装置１００は、皮膚密着シートの
外側面に、顔毎に選択されたメイクに対応する色素を担持させる。これにより、ユーザは
、選択されたメイクが施されたシートを、顔の皮膚に貼り付け、更に、貼り付けたままの
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状態とすることにより、かかるメイクを簡単に再現することができる。したがって、メイ
クアップ支援装置１００は、メイク技術が不十分なユーザに対しても、メイクアップの支
援を適切に行うことができる。
【０１１１】
　また、本実施の形態に係るメイクアップ支援装置１００は、インクジェットによる多色
印刷により、色素を皮膚密着シートに担持させる。これにより、メイクアップ支援装置１
００は、メイク選択部２５０が選択したメイクの、微細な模様、複雑な色、微妙な濃淡を
、高い精度で再現することができる。
【０１１２】
　また、本実施の形態に係るメイクアップ支援装置１００は、皮膚密着シートの外側面に
メイクに対応する画像の印刷を行う。これにより、メイクアップ支援装置１００は、印刷
に用いるインクに必ずしも高い生体適合性を必要としないため、装置設計の自由度および
メイク選択の自由度を向上させることができる。また、メイクアップ支援装置１００は、
汗や皮脂によるメイクの化粧崩れの可能性を低減することができ、長時間安定したメイク
を実現することができる。
【０１１３】
　また、本実施の形態に係るメイクアップ支援装置１００は、内側面に基礎化粧料が塗布
された皮膚密着シートを用いる。これにより、メイクアップ支援装置１００は、汗や皮脂
による基礎化粧料の化粧崩れの可能性を低減することができ、初期の分布状態を長時間維
持することができる。このような分布状態の維持は、例えば、紫外線の皮膚への到達を低
減する、いわゆるＵＶ（紫外線）カット機能を有する基礎化粧料に好適である。
【０１１４】
　また、本実施の形態に係るメイクアップ支援装置１００は、１つの皮膚密着シート（あ
るいは複数のシートから成る１組の皮膚密着シート）に、複数の顔部品に対応するメイク
を印刷する。これにより、一部のメイクが抜けている等、不完全なメイクとなるのを防ぐ
ことができる。
【０１１５】
　＜候補メイクの他の選択手法＞
　なお、候補メイクの選択手法は、上述の例に限定されない。例えば、メイク選択部２５
０は、顔特徴量とは無関係に流行のメイクを優先的に選択してもよいし、顔特徴量と他の
情報とに基づいて候補メイクを選択してもよい。
【０１１６】
　メイクの選択は、例えば、肌状態に基づいて行われる。肌状態は、例えば、顔の皮膚の
シミ、皺、皮脂分泌、隠れシミ、水分、血流、および発汗等の度合いであり、例えば、日
常光、紫外線、赤外光、あるいはレーザ光を用いて撮影された画像の解析により取得され
る。
【０１１７】
　具体的には、メイク選択部２５０は、例えば、シミの部分や目の下の隈の部分に対して
、コンシーラを塗布するメイクを選択する。
【０１１８】
　また、メイクの選択は、例えば、予測される肌状態の変化に基づいて行われてもよい。
肌状態の変化は、例えば、上述の肌状態、環境情報、および体調情報から、予測される。
環境情報は、例えば、天気、気温、季節、および日射量である。体調情報は、例えば、睡
眠時間、体温、身体活動量、瞼の開度、瞬目頻度、月経周期における時期、血圧である。
【０１１９】
　具体的には、メイク選択部２５０は、例えば、ユーザが寝不足である場合には、時間経
過後に目の下の隈が濃くなることを想定して、目の下にコンシーラを塗布するメイクを選
択する。
【０１２０】
　また、メイクの選択は、例えば、年齢や居住地域の、ユーザの属性情報に基づいて行わ
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れてもよい。
【０１２１】
　メイクの選択に用いられる各種情報は、ユーザの操作により入力されてもよいし、メイ
クアップ支援装置１００が、通信により、インターネット上のサーバや、ユーザが使用す
る各種家電機器あるいはセンサ機器等から取得してもよい。
【０１２２】
　また、例えば、メイク選択部２５０は、メイクの色補正を行ってもよい。
【０１２３】
　顔の色の印象は、周囲の色や場面に応じて変化する。例えば、赤系の服を着ている人の
顔色は、本来の色よりもやや青緑側に寄った色に見える。また、同じメイクであっても、
場面に応じて派手な色合いに感じられたり地味な色合いに感じられたりする。
【０１２４】
　そこで、メイク選択部２５０は、例えば、画像からユーザの服の色、肌の色、および髪
の色等を取得し、取得された色に基づいて、適切な色合いのメイクを候補メイクとして選
択したり、選択した候補メイクの色合いを適切な色合いに補正する。これにより、メイク
アップ支援装置１００は、より適切なメイクを選択し、ユーザに提示することができる。
また、ユーザは、自分で色合いの良し悪しを判断することなく、適切な色合いのメイクを
実施することができる。このようなメイクの選択は、特に、ファンデーションの色の選択
において、高い効果を奏する。
【０１２５】
　＜基礎化粧料の顔毎の選択＞
　また、メイクアップ支援装置１００は、皮膚密着シートにより実現するスキンケアを、
顔毎に選択するようにしてもよい。
【０１２６】
　この場合、例えば、皮膚密着シートは、上述の第１層を必ずしも必要とせず、内側面が
メッシュ状の台紙に貼り付けられた状態で、印刷部２８０に供給される。メイク選択部２
５０は、メイクに加えて、顔毎に、スキンケアを更に選択する。そして、印刷部２８０は
、台紙付き皮膚密着シートの台紙側の面（つまり、皮膚密着シートの内側面）に対して、
基礎化粧料を吹き付ける機能を更に有する。そして、メイク提示部２６０は、印刷部２８
０に対し、選択されたスキンケアに対応する基礎化粧料を、上記台紙に吹き付けさせる。
【０１２７】
　台紙はメッシュ状であるため、吹き付けられた基礎化粧料は、台紙を通過して皮膚密着
シートの内側面に到達する。この状態で台紙が剥がされると、皮膚密着シートの内側面に
は、選択されたスキンケアに対応する基礎化粧料が担持された状態となる。
【０１２８】
　スキンケアの選択は、例えば、肌状態に基づいて行われる。
【０１２９】
　具体的には、メイク選択部２５０は、例えば、シミの部分に対して、光散乱効果の高い
基礎化粧料を塗布するスキンケアを選択し、隠れシミの部分に対して、美白効果の高い基
礎化粧料を塗布するスキンケアを選択する。また、メイク選択部２５０は、毛穴の楕円率
から老化度が高いと推定される部分に対して、収斂作用および皮脂吸着作用の高い基礎化
粧料を塗布するスキンケアを選択する。
【０１３０】
　また、スキンケアの選択は、例えば、予測される肌状態の変化に基づいて行われる。
【０１３１】
　具体的には、メイク選択部２５０は、例えば、ユーザの体温が高い場合には、肌の乾燥
が進むことを想定して、保湿美容液を塗布するスキンケアを選択する。
【０１３２】
　スキンケアの選択に用いられる各種情報は、ユーザの操作により入力されてもよいし、
メイクアップ支援装置１００が、通信により、インターネット上のサーバや、ユーザが使
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用する各種家電機器あるいはセンサ機器等から取得してもよい。
【０１３３】
　＜皮膚密着シートの他の例＞
　また、一般的な顔部品の配置に基づく形状に予め裁断された皮膚密着シートが供給され
る場合、印刷部２８０は、裁断機能を有さなくてもよく、メイク提示部２６０は、シート
形状情報を出力しなくてもよい。但し、メイク提示部２６０は、皮膚密着シートの形状と
メイクとの位置関係を示す情報を、印刷部２８０へ出力する必要がある。
【０１３４】
　また、皮膚密着シートは、特にファンデーションが実施メイクとして選択されていない
場合、瞼に配置されるアイシャドウ、頬に配置されるチーク、唇に配置される口紅という
ように、顔部品毎に分離して生成されてもよい。
【０１３５】
　なお、ファンデーションが選択されない場合を考慮して、皮膚密着シートは、皮膚の色
を十分に透過する素材あるいは厚さであることが望ましい。
【０１３６】
　＜ガイド情報の表示＞
　また、皮膚密着シートが、顔部品の領域を基準とした所定の形状を有する場合、メイク
提示部２６０は、映像を構成する画像毎に、ガイド画像を順次生成して、表示部２７０に
表示させてもよい。ここで、ガイド画像とは、顔における皮膚密着シートの密着させるべ
き位置を示すガイド情報を、画像取得部２２０が取得した画像に重畳して得られる画像で
ある。また、顔部品の領域を基準とした所定の形状とは、例えば、メイク提示部２６０が
顔毎に決定した形状、あるいは、上述の一般的な顔部品の配置に基づく形状である。
【０１３７】
　＜その他の構成の変形例＞
　また、上述の各種テーブルは、必ずしもメイクアップ支援装置１００に格納されていな
くてもよい。例えば、メイクアップ支援装置１００がネットワークに接続可能である場合
、メイクアップ支援装置１００は、上記テーブルが格納されたネットワーク上のサーバに
アクセスして、メイクを選択すればよい。
【０１３８】
　また、メイクアップ支援装置１００は、例えば、図２に示す機能部のうち、撮影部２１
０および表示部２７０のみをユーザの所持する端末に配置し、他の装置部をネットワーク
上のサーバ上に配置する等、分散配置型のシステムであってもよい。
【０１３９】
　また、メイク選択部２５０は、外光を検出し、画像から、外光の影響を軽減した状態で
、顔特徴量の取得を行うようにしてもよい。
【０１４０】
　また、メイクの具体的内容は、上述の例に限定されない。例えば、提示の対象となるメ
イクには、リップグロスの仕方等が含まれる。
【０１４１】
　また、メイクアップ支援装置１００は、スキンケアについては、皮膚密着シートとは別
の手法により、ユーザに提示してもよい。例えば、メイクアップ支援装置１００は、スキ
ンケアに関する情報を、表示部２７０に表示させてもよい。この場合のスキンケアには、
顔のマッサージの仕方、食生活の仕方等、基礎化粧料の塗布以外の各種肌対策が含まれ得
る。
【０１４２】
　本開示のメイクアップ支援装置は、メイクアップを行う対象となる顔毎に、前記メイク
アップの仕方であるメイクを選択するメイク選択部と、前記顔の肌に長時間密着可能なシ
ートの、前記皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、選択された前記メイクに対応する
色素を担持させるメイク提示部と、を有する。
【０１４３】
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　なお、上記メイクアップ支援装置は、前記シートの前記表面に対して印刷を行う印刷部
、を更に有し、前記メイク提示部は、前記印刷部に対し、選択された前記メイクに対応す
る画像を印刷させてもよい。
【０１４４】
　また、上記メイクアップ支援装置は、前記顔を撮影した画像を取得する画像取得部と、
前記画像から、前記顔の顔部品の領域を取得する顔部品取得部と、画像を表示する表示部
と、を更に有し、前記メイク選択部は、前記顔部品毎に、前記印刷の対象となるメイクの
候補である候補メイクを選択し、前記メイク提示部は、前記顔部品の領域に基づいて、前
記画像に、前記顔に対して前記候補メイクを適用したときの前記候補メイクの状態を示す
画像を重畳して得られるシミュレーション画像を、前記表示部に表示させ、前記メイク選
択部は、表示された前記候補メイクに対する選択操作を受け付け、選択された前記候補メ
イクを、前記印刷の対象となるメイクである実施メイクとして選択してもよい。
【０１４５】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記メイク提示部は、前記実施メイクが複
数の前記顔部品について選択されたとき、前記印刷部に対し、前記複数の顔部品について
取得された複数の前記領域の配置に対応する配置で、前記実施メイクに対応する画像を印
刷させてもよい。
【０１４６】
　また、上記メイクアップ支援装置は、前記顔の映像を撮影する撮影部、を更に有し、前
記シートは、前記顔部品の領域を基準とした所定の形状を有し、前記画像取得部は、前記
映像を構成する画像を取得し、前記メイク提示部は、前記映像を構成する前記画像毎に、
前記顔における前記シートの密着させるべき位置を示すガイド情報を前記画像に重畳して
得られるガイド画像を、順次生成して、前記表示部に表示させてもよい。
【０１４７】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記メイク選択部は、前記顔毎に、基礎化
粧の仕方であるスキンケアを更に選択し、前記メイク提示部は、前記シートの、前記皮膚
に密着する側の表面に、選択された前記スキンケアに対応する基礎化粧料を担持させても
よい。
【０１４８】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記メイク選択部は、前記顔毎に、基礎化
粧の仕方であるスキンケアを更に選択し、前記印刷部は、前記シートの、前記皮膚に密着
する側の表面に対して、基礎化粧料を吹き付ける機能を更に有し、前記メイク提示部は、
前記印刷部に対し、選択された前記スキンケアに対応する前記基礎化粧料を、前記シート
に吹き付けさせ、前記シートは、前記皮膚に密着する側の前記表面がメッシュ状の台紙に
貼り付けられた状態で、前記印刷部に供給されてもよい。
【０１４９】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記シートは、生体適合性ポリマーから成
るものであってもよい。
【０１５０】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記印刷部は、前記シートを裁断するカッ
ター部、を有し、前記メイク提示部は、前記顔に立体的に貼り付けることが可能な前記シ
ートの形状を算出し、前記カッター部に対して、算出された前記形状に前記シートを裁断
させてもよい。
【０１５１】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記シートの前記形状は、前記顔の瞼が閉
じられた状態に対応し、かつ、前記顔の目および口に対応する部分に切り込みが有り、少
なくとも前記顔の鼻部分に対応する部分が分離した形状であってもよい。
【０１５２】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記メイク選択部は、前記顔の肌状態の変
化に基づき、メイクの選択を行ってもよい。
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【０１５３】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記メイク選択部は、前記顔の持ち主の服
の色、肌の色、および髪の色の少なくとも１つに基づいて、前記メイクの選択／選択され
た前記メイクの色補正を行ってもよい。
【０１５４】
　また、上記メイクアップ支援装置において、前記メイク選択部は、前記顔の肌状態の変
化に基づき、前記スキンケアを選択してもよい。
【０１５５】
　本開示の皮膚密着シートは、上記メイクアップ支援装置に用いられる前記シートとして
の皮膚密着シートであって、前記皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、当該表面から
剥離可能な保護層を有し、かつ、前記皮膚に密着する側の表面に、当該表面から剥離可能
な台紙を有し、当該保護層が剥離されたうえで前記印刷部に供される。
【０１５６】
　なお、上記皮膚密着シートは、前記皮膚に密着する側の表面に、紫外線カット機能を有
する基礎化粧品を担持してもよい。
【０１５７】
　本開示のメイクアップ支援方法は、メイクアップを行う対象となる顔毎に、前記メイク
アップの仕方であるメイクを選択するステップと、前記顔の肌に長時間密着可能なシート
の、前記皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、選択された前記メイクに対応する色素
を担持させるステップと、を有する。
【０１５８】
　本開示のメイクアップ支援プログラムは、コンピュータに、メイクアップを行う対象と
なる顔毎に、前記メイクアップの仕方であるメイクを選択する処理と、前記顔の肌に長時
間密着可能なシートの、前記皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、選択された前記メ
イクに対応する色素を担持させる処理と、を実行させる。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　本発明は、メイク技術が不十分なユーザに対してもメイクアップの支援を適切に行うこ
とができる、メイクアップ支援装置、メイクアップ支援方法、およびメイクアップ支援プ
ログラムとして有用である。
【符号の説明】
【０１６０】
　１００　メイクアップ支援装置
　２１０　撮影部
　２２０　画像取得部
　２３０　顔部品取得部
　２４０　メイクテーブル格納部
　２５０　メイク選択部
　２６０　メイク提示部
　２７０　表示部
　２８０　印刷部
　２８１、６１１　台部
　２８２　印字ヘッド部
　２８３　ロール送り部
　２８４　レーザーカッター部
　２８５　シートフック部
　６００　製造機
　６１２　ロール送り部
　６１３　第１層塗布ヘッド部
　６１４　第１層乾燥ヘッド部
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　６１５　第２層塗布ヘッド部
　６１６　第２層乾燥ヘッド部
　６１７　台紙押付ロール部
【要約】
【課題】メイク技術が不十分なユーザに対してもメイクアップの支援を適切に行うことが
できるメイクアップ支援装置を提供すること。
【解決手段】メイクアップ支援装置１００は、メイクアップを行う対象となる顔毎に、メ
イクアップの仕方であるメイクを選択するメイク選択部２５０と、顔の皮膚に長時間密着
可能なシートの、皮膚に密着する側とは反対の側の表面に、選択されたメイクに対応する
色素を担持させるメイク提示部２６０と、を有する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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